
報告第３３号  

 

 

        地方自治法第 180 条の規定による市長の専決処分の         

        報告について  

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、議会において指

定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。  

 

 

 

  平成 26 年 10 月１日  提出  

 

 

羽曳野市長  北  川  嗣  雄     



別  紙  

 処  分  事  項                        

損害賠償額の決定及び和解  

 

 

専決年月日  

 

損 害 賠 償

の額  

損 害 賠 償 の 相

手方  

 

事件の概要  

 

和解事項  

平成 26 年  

９月５日  

145,669 円  ■■■■■  

■■■■■  

 

■■■■■  

平成 26 年５月 29

日午後４時 30 分

頃、市立西浦東小学

校グラウンドにお

いて、学童保育の時

間中に相手方が木

製滑り台を滑った

際、老朽化により木

がささくれていた

ため、木片が左臀部

に突き刺さり負傷

したもの。  

 

(1) 本市は、相手

方に対し左記事

故に関する一切

の損害賠償金と

して左記金額を

払う。  

(2) 相手方は、本

市に対しその余

の請求権を放棄

する。  

 


